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東京都の国分寺崖線 における緑地環境の保全 とその適正利用
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摘 要

本論文では東京都の国分寺崖線の緑地環境において,緑 地保全の主体間の相互関係に注 目して緑地保全のメカ

ニズムの比較分析を行った.事 例地域で現地調査を行った結果,国 分寺崖線における緑地保全は地域によって違

いがあることが明らかになった.小 金井市南東部では政策的な保全が効果を発揮 してお り,行 政による緑地の整

備や利用が進められていることが明らかになった.一 方,世 田谷区西部では市民団体が緑地の維持管理をボラン

ティアで行ってお り,行 政や地域住民の保全活動の仲介役になっていることが明らかになった.こ のように,現

在の国分寺崖線沿いでは地域ごとに保全主体が多数分布 している状況であ り,そ れ らの保全主体間の相互協力体

制やまとめ役となる大きな組織は存在 していない.さ らに,地 域の自然環境,歴 史文化,社 会経済などを総合的

に考慮 した保全活動 も十分に行われていない.そ のため,各 地域において保全の課題が生まれており,地 域 レベ

ルでの緑地保全では限界が生じている.こ のような状況を打開するため,国 分寺崖線全体で緑地保全に関する知

識や活動の共有が必要である.本 論文では河川の環境保全活動における流域思考を援用 し,国 分寺崖線において

も流域思考に基づく保全の必要性を説明 した.か くして,国 分寺崖線において流域思考による緑地保全を進めて

いくには,環 境教育による保全の意識や活動の広が りが適切な緑地保全のモデルになるといえる.

1.は じめ に

高度経済成長期以降,良 好な生活環境の構築が重要

視 されるなかで,都 市域の市街地内部における緑地の

減少が大きな問題 となっている。緑地の減少の第一の

要因は都市的土地利用の拡大である。緑地にとって都

市的土地利用との競合は経済地代や土地課税の視点か

らも不利な状況にあった。そのため,必 然的に都市的

土地利用が拡大 し,空 間的に過密 となった市街地内部

において,可 能な限 り多くの緑地を確保 し整備するこ

とは重要な課題 となっている(松 本2001)。 旧建設省

が1994(平 成6)年1月 に定めた環境政策大綱のなか

では,環 境負荷の軽減,自 然との共生,ア メニティの

創出を図るために都市環境計画に基づいた環境共生都

市の整備が挙げられた(丸 田2005)。 環境共生都市の

実現には市街化区域 と市街化調整区域の線引きも含め,
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市外 地内緑地 の整備やそれに携わ る行政や市民活動の

連携 な ど総合的な取 り組みが求め られ てい る。

市街 地 内部の緑 地 につい て扱 った先 行研 究 は地理

学 ・都市計 画学 ・造園学 ・工学 ・景観 学な ど,多 分野

で行 われ てお り,緑 地の扱われ方は研 究の分野や視点

に よって多種 多様 である。 しか し,研 究分 野それ ぞれ

で緑地の位 置づけは多少変 わるものの,市 街 地内部 に

お ける緑地研 究の内容 は大 き く三つに分け られ る。す

なわ ち,公 園や農 地 も含 めた市街地内部の緑地の利用

価値,機 能,地 域的特徴 について明 らか に した もの(東,

1995;犬 井,1982;鷹 取,2000;武 内 ・松木,1987;

刀根 ほか,2005;松 本,2001;丸 田,1983,1994;三

浦,1995;Lawrence,H.W.,1993),緑 地 の減 少 と

そ の要 因の プ ロセ ス を明 らか に した もの(佐 々木,

1981;橋 詰,1980;柳 川,2006;山 鹿,1971;Rowntree,

R.A.,1984),緑 地保全活動におけ る保全主体やそ の

連携 につい て現状や 課題 を明 らかに した もの(東,

1995;斉 藤 ・山本,1998;関,1997;武 内ほか,2001;

田中ほか,1999;中 島ほか,2006;橋 詰,1994,1997,

2002)で ある。



既存の研究は市街地内部における緑地の変化や機能,

および保全活動などをミクロ的,あ るいはマクロ的な

視点で明らかにしてお り,モ ノグラフ的な知見の蓄積

に貢献 してきた。特に,緑 地の変化や機能に関 しては

多数の事例研究 も重ねられ,諸 環境との関わ りから体

系的に議論 が進められた。その結果,市 街地内部の緑

地の機能や変化プロセスはかなり明確になってきてい

る。 しかし,既 存の研究では行政 と地域住民 および

市民団体などの各保全主体問の相互の連携や協力の組

織づくりの必要性を最終的に述べているが,そ うした

仕組みを構築する方法や ドライビングフォースについ

て考察 しているものはほとん ど存在 しない。その原因

として,先 行研究では個々の保全主体へのアンケー ト

調査や聞き取 り調査 とその分析によって緑地保全のメ

カニズムや保全主体間の連携不足を説明しているもの

が多く,実 態報告の域を脱 していないことが挙げられ

る。 一

従来の緑地保全に関する研究では,保 全の客体 とな

る緑地に関して,そ の歴史性や地域性などの諸要素が

個々の保全の方法やコンセプ トにどのような影響を与

えてきたか十分に議論されていない。そのため,個 々

の主体が緑地保全に向けて影響力を発揮する要素の序

列化や影響の強さの違いが整理できていないことも,

研究が実態報告の域を脱 していない大きな理由の1つ

であった。このような視点から,本 研究は市街地内部

の緑地保全に関 して,保 全主体問の関係に着 目しっっ,

保全のプロセスや保全方法を包括する保全のメカニズ

ムを明 らかにすることを第一の目的にした。加 えて,

本研究は緑地保全に関す る課題を解決する適切なモデ

ルを提示する。 このことは,今 後の市街地内部の緑地

における保全の組織構築や枠組みづ くりに大いに役立

つと考えられる。また本研究は,都 市の市街地内部で

緑地保全に向けた取 り組みが進んでいる国分寺崖線緑

地を事例地域 として,緑 地 とい う環境資源 と管理主体

間の関係性 とい う視点か ら,緑 地の保全管理と適正利

用について考察する。

口.国 分寺崖線 の概要

が削られた結果できた段丘崖線である。崖線直下の野

川は古多摩川の名残川であり,古 くは先土器文化時代

からの先史時代遺跡が崖線に沿って分布 している。野

川谷頭の近 くには武蔵国の国分寺が造営 され,ま た野

川沿いには水田が古くから立地していたなど,崖 線沿

いはいわば古代武蔵の重要な生活文化の基盤になって

いた。また,崖 線の崖下では湧水が各所でみ られ,場

所によっては寺院や神社が建つなど地域のシンボル的

存在になっている場所もある。森林や農村の景観の美

しさから,大 岡昇平の 『武蔵野夫人』や国木田独歩の

『武蔵野』 といった小説にも国分寺崖線の風景がとこ

ろどころ描かれている。国分寺崖線は古くか ら 「ハケ」

の愛称で親 しまれてお り,そ れ らの小説にも 「ハケ」

という名称は多く用いられている。
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図1国 分寺崖線流域 と湧水の分布

(資料:国 土地理院地形図と細密数値情報)
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図2国 分寺崖線流域における市区別の土地利用の構成比

国分寺崖線 の北西端 は立川市 の北東 には じま り,国

立駅 の東で ∫R中 央線 を横切って,主 に国分寺市,小

金井市,三 鷹市,調 布 市,世 田谷 区にまたがって,大

田区の田園調布 へ と続 いている。国分寺崖線 は比高10

～20mの 崖の連続線 である(図1) 。貝塚(1979)に よ

る と,国 分寺崖線 は古多摩川 に よって武蔵野段丘南岸

(2002年) (資料:東 京都統計年鑑)

国分寺崖線沿いには湧水や雑木林をはじめとした自

然の環境資源が各地に点在 してお り,保 全のための自

然的要素もある程度分散 している。国分寺崖線の長 さ

については諸説あるが,本 研究では緑地保全の実態を

調べる際に,明確に崖線の存在を確認できることから,
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東京都国分寺市から世田谷区にかけての崖線を研究対

象とした。 さらに,管 理主体の関係性 とい う視点から

考察するため,よ り多 くの主体が関与している公共用

地としての森林や公園などが緑地に占める割合の大き

い小金井市(61%)と 世田谷区(68%)の 崖線を研究

対象として取 り上げた(図2)。

lll.国 分寺崖線 にお ける緑地保全 のメ力ニズム

3.1小 金井市南東部における緑地保全のメカニズム

小金井市の国分寺崖線において緑地が面的に多 く分

布 しているのは,小 金井市中町四丁目と一丁 目,お よ

び東町五丁 目にかけての崖線沿いである。 これ らの地

区は西を小金井街道に,東 を西武多摩川線に,北 を連

雀通 りに,南 を野川 に囲まれている。最寄 り駅のJR

中央線の武蔵小金井駅と西武多摩川線の新小金井駅は

いずれも徒歩で小金井の崖線緑地から10～20分 圏内

に位置している。小金井市の崖線緑地は高度経済成長

期以降,林 地やそれに付随 した農地が宅地に転用され,

緑地面積は急速に減少 した。崖線下部の地域には崖線

の湧水を集めて流れる野川があり,そ れは多摩川の支

流の1つ である。野川は1960年 頃には下水が流れ込み,

水質汚染が問題視されていた。その後,野 川の保全活

動によって1980年 頃には自然環境が復元され,現 在で

は清流が戻 り,生 物種の多様性 も維持 されるようにな

った。 しかし近年では,水 量の減少による水個れが問

題となっており,そ れは崖線を含め周辺地域の土地開

発による雨水の浸透が減少したことなどが理由として

挙げられる。小金井市では野川の水澗れを防 ぐため,

各家庭や公共施設などに雨水浸透升設置の協力を呼び

かけ,設 置に対する助成金 も出している。

小金井市南東部の崖線周辺における1974年 の土地

利用を示 した図3に よると,小 金井街道 と連雀街道に

沿った武蔵小金井駅に近い台地の部分では宅地が広が

り,崖 線の上部 と下部の地域では宅地 と造成地と緑地

がモザイク状に入 り混じっていることがわかる。その

他は農家が崖線の下部や崖線上に,あ るいは崖線の上

部に点在 し,農 地は崖線の下部の野川沿いや崖線の上

部の台地東部にみられた。東部には野川の北側に都立

武蔵野公園があり,芝 生の整備などはまだ完全になさ

れていないものの公園緑地が広がっていた。また,こ

の地域の西部には後に環境保全緑地に指定される農家

の屋敷林や,金 蔵院と小金井神社の屋敷林,お よび小

金井第二中学校とい う公共施設の緑地も立地 していた。

次に,小金井市南東部の崖線周辺における1992年 の
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土地利用を検討すると(図4),武 蔵小金井駅に近い崖

線沿いの地域で樹林地や造成地が減少 していることが

わかる。小金井街道や連雀通 り沿いでは,駅 への近接

性や交通アクセスを反映 して,林 地や農地などの緑地

が宅地や商業施設に転用されている。野川沿いの農地

も小規模なものは農家の世代交代や相続を契機 にして,

宅地に転用 されている。連雀通 り沿いの台地には大型

店舗の商業施設も立地するようになった。以上に述べ

た緑地減少の一方で,社 寺林は変化がなく,農 家も依

然 として残存 している。 このように,武 蔵野公園や社

寺林などの大きな面積の樹林地には変化がほとんどな

いが,小 さく分散 した緑地は宅地に転用されていく傾

向を強 くしている。また,緑 地減少を土地条件を踏ま

えて検討すると,崖 線の上部と下部では緑地から都市

的±地利用の転換が著 しかったが,崖 線上の緑地につ

いてはほとんど変化がみられなかった。

さらに,小 金井市南東部の崖線周辺における2006

年の土地利用をみると(図5),緑 地面積は1992年 か

らあまり変化 していないことがわかる。 しか し,小 金

井街道や連雀通 り沿いには中高層なマンションやアパ

ー トが建て られ
,市 街地の都市的土地利用において高

層化がは じまったことがわかる。野川沿いの農地は生

産緑地に変わ り,一 部では農地の造成地化が著しくな

った。全体的にみると,緑 地面積の減少が抑制 されて

いるが,農 地以外の緑地では依然 として都市的土地利

用への転換が少なからずみ られた。特に,こ の時期に

おける都市的土地利用への転換では,崖 線周辺の限ら

れた土地を有効に利用するため,土 地の細分化や建築

物の高層化が多くみられるようになった。

以上に述べてきた小金井市南東部における土地利用

の変化をまとめると,1974年 から1992年 にかけては

樹林地と小規模農地の宅地化が起きた。武蔵小金井駅

近辺を中心に崖線の下部の樹林地や野川沿いの農地が

宅地に転用され,幹線道路沿いでは商業施設が立地し,

スプロール的な都市化 と都市的±地利用の リボン状の

拡大が進んだ。1992年 から2006年 にかけての土地利

用変化では,都 市的土地利用の拡大が小金井街道沿の

武蔵小金井駅に近接 した場所で目立っていた。 この地

区では一階が雑貨屋や喫茶店で,二 階以上がマンショ

ンとい う構成の中高層住宅地が多くなった。また,連

雀通 り沿いには古い飲食店や小売商店,お よびJAな

どの商業施設 も立地 している。小金井街道 と連雀通 り

に面 していない地区でも宅地がアーバンスプロール的

に広が り,緑 地は幹線道路の沿線から離れて分散的に

分布するようになった。野川沿いや西武多摩川線沿で



は,散 策のための遊歩道や鉄道 の線路が土地開発 の緩

衝帯にな り,都 市 的土地利用の拡大が抑制 され,そ れ

ほ ど大きな緑地 の変化はみ られなかった ことがわか る。

全体 としては,1992年 か ら2006年 にかけて の緑地は

一部 の農地 を除いて ,維 持 され ていることがわかる。

1992年 と2006年 の小金井 市南東部 にお ける緑地の

種類別分布 を示 した図6に よる と,社 寺林 と樹林地,

お よび公園緑地には変化 がほ とん どな く,農 地の多 く

も生産緑地 となった ものが残 ってい ることがわかる。

樹 林地が残 ってい る場所 は市や都 によって保全緑地 に

指 定 され た もので,そ の効果が景観 として現れ ている。

この よ うな緑地 は1974年 以降,宅 地化が進行す るなか

で最終 的に残 され た緑地 といえ る。 小金井市南東部の

事例地域 に存在す る緑地の2006年 現在 の種類 と利用

方法,お よび保 全主体につ いて表1に まとめた。

懸 樹林地

翻 公園

㎜ 農地
蓬≡ 生産縁地

口 鯨
黙 礁 用地等
匡嘉 公嬬 地・学騰

■ 駐輯
翻縢 造成地

図3小 金井市南東部における崖線周辺の土地利用

(1974年)

(資料:空 中写真)
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翻 樹林地
融 公圃

㎜ 農地
霞ヨ生産緑地

Eコ 蘇
翻 商業用地等

鑑 公蜘 地・学校等
■ 駐草場
潮謄 造成地

図4小 金井市南東部における崖線周辺の土地利用

(1992年)

(資料:空 中写真 と都市計画図)
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最初に,1992年 と2006年 の緑地分布を比較すると,

保全地な どの樹林地,公 園,社 寺林についての緑地は

大きな変化はない。 しかし,農 地に関 しては武蔵野公

園の西部において減少がみ られる。これは宅地開発に

よる造成地化が原因であった。次に,小 金井市東南部

の緑地の種類 と属性について検討する。小金井市南東

部の保全緑地には小金井市指定のものと東京都指定の

2種 類がある(表1)。 小金井市指定の緑地は市の都市

計画によって定められた環境保全緑地であり,東 京都

指定の緑地は都市緑地保全法によって定められた緑地

保全地域である。

↑幅

図5小 金井市南東部における崖線周辺の土地利用

(2006年)

(資料:現 地調査)
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全体として,表1に 示 したように,小 金井市南東部

にはさまざまな種類の緑地が存在する。 このように,

緑地の種類が多いことは小金井市における緑地保全の

プaセ スの影響による特徴の一つであった。先述した

ように,小 金井市南東部の緑地にっいては,小 金井市

や東京都の買い取りによって保全地になった緑地や公

園,お よび社寺林などには変化がないが,農 地につい

ては減少していることが明 らかになった。 しかし,小

金井市南東部のかつての屋敷林や樹林地を政策的に保

全緑地に したことは,農 地が減少傾向にある状況のな

かで,屋 敷林や平地林 とセ ットとなる農地を保護す る

ことにな り,市 域における緑地面積の確保とい う点で

効果が大きかった。小金井市が定める保全緑地は 「環

境保全緑地」とい う名称であり,小 金井市緑地保全及

び緑化推進条例(1983年 施行,2000年 改正)に よって

市内の貴重な樹林地などが指定されている。

表1小 金井市南東部の崖線周辺における緑地の種類と属性

名称なμ 分類 保全・管理主体 備考

小
金

井
市

南
東

部

はけの森緑地
環境保全
緑地

小金井市
小金井市条例
による指定

はけの森緑地2
環境保全
緑地

小金 井市
小金井市条例

による指定
金蔵院 社寺林 宗教法 人 崖線の上に立地

小金井神仕 社寺林 宗教法人 崖線の 「に立地

美術の森
環'境保 全

緑 地
小金井市

はけの森美術館
に隣接

国分寺崖線の

緑地保全地域

緑地保全
地域

東京郡
n都 条例

により指定

武蔵野公園 公園緑地 東京都
小 金井 市 ・府 中市

にまたがって立地

はけの上公園
たけのこ緑地
さくら緑地

公園緑地

小樹林地
小樹林地

小金井市 開発に残された
小緑地等を小金井市が

買い取り維持管理

(資料:現 地調査)

他方,東 京都の定める保全緑地は 「緑地保全地域」

とい う名称であり,東 京における自然の保護 と回復に

関する条例によって,樹 林地と水辺地などが単独で,

あるいは一体となって自然を形成 している市街地近郊

の地域で,そ の良好な自然を保護することが必要な土

地の区域として指定されている。国分寺崖線沿いには,

緑地保全地域が分散 して分布 してお り,そ れ らは1994

年以降に随時指定されてきた結果でもあった。これは,

地権者 と保全主体 との合意形成が広域的 ・体系的に行

われてこなかったためでもある。東京都の緑地保全地

域のなかには,小 金井市の新小金井街道 と国分寺崖線

が交わる場所に立地する 「槍浪泉園」のように,入 園

料を伴って公開を行っている緑地もあるが,ほ とん ど

の緑地保全地域では規模や面積が場所によって異なり,

自然環境の保護や費用 ・管理の面から公開が難 しいた

め,原 則 として立入禁止 となっている。

本研究の事例地域においては,ハ ケの森緑地(写 真

1)と ハケの森緑地2,お よび美術の森(写 真2)が 環

境保全緑地 としてあり,コ ナラ ・シラカシ ・ケヤキ ・

ヤマザクラなどのかつての崖線の斜面林を構成 した落

葉広葉樹樹林の樹種が多 くみ られる。ハケの森は東京

都市町村樹林地公有化資金を適用 して再整備 された初

めての保存緑地で,1990(平 成2)年 に指定を受けた。

ハケの森緑地2も その後に指定され,と もに入園無料

で開園時間は月曜 日と木曜 日の午前10時 から午後4

時までとなっている。保全緑地の園内にはビオ トープ

も設置されていて,そ れは生物多様性や 自然生態系に

配慮 した構造になっている。

美術の森は大岡昇平の小説 『武蔵野婦人』のモデル

になった場所として知 られ,国 分寺崖丘の貴重な自然

を残すため,1990(平 成2)年 に東京都市町村樹林地

公有化資金の適用を受けて保全された。また保全緑地

には,芸 術院会員でもあった洋画家の中村研一が後半

生過 ごした屋敷跡 もあり,建 築家佐藤秀三の設計によ

る旧宅 と茶室 「花侵庵」が残 されている。

写真1保 全緑地としての小金井市の 「ハケの森緑地」

(2006年6月,筆 者 撮 影)
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写真2保 全緑地としての小金井市 「美術の森」

(2006年6月,筆 者 撮 影)

これ らの建築物 の一部は元々,1989年 に財 団法人 中
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村研一記念美術館 として開館 したもので,2005年 から

は 「ハケの森美術館」として小金井市に寄贈 された。

美術の森の入園は無料であり(美 術館は有料),開 園は

月曜 日と木曜 日の午前10時 から午後4時 までとなって

いる。美術の森の保全緑地内には東京都の名水57選 に

も選ばれた湧水が存在 し,ハ ケの森緑地 と同様にビオ

トープの拠点 としても機能 している。 これ ら環境保全

緑地については,案 内板の設置や公開時間の制限など

を小金井市が行い,下 草刈やnu定 作業などの緑地の維

持管理作業は地域住民や市民団体のボランティアを募

って行っている。また,自 然観察会やビオ トープづ く

りなどのイベン トの開催 も市が中心になって行われ,

それらの活動は子 どもから大人まで地域住民の緑地保

全に対する意識の高揚 と啓発に貢献してきた。

小金井市南東部の崖線緑地における保全と適正利用

の実態と個々の存在形態の議論を踏まえて,こ の地域

における緑地保全のメカニズムをモデル化 したものが

図7で ある。小金井市南東部においては緑地の維持管

理や利用運営などの全般的な保全活動に関 しては行政

が大きな役割を担っていることから,モ デルに示され

た行政からの太い矢印は緑地保全に与える影響が強い

ことを示 している。「小金井市環境基本計画」により小

金井市における緑地の動向を概観すると,小 金井市の

緑被率は1974(昭 和49)年 に約40%あ ったが,年 々

減少 して1998(平 成10)年 には約30%に なって しま

った。また,小 金井市には約105haの 農地が残されて

お り,それが市の緑被面積の約3分 の1を 占めていた。

緑被率の減少が決定づけられた状況のなかで,小 金井

市は他市に先駆けて1992(平 成4)年 に 「小金井市地

域環境管理計画」を策定 し,環 境保全をまちづ くりの

主要な柱の1つ と位置づけた。具体的には,「 みどり」

と 「水辺」を一体化 した緑地保全と,高 層マンション

建設などにともなう都市生活の環境悪化の防止 と良好

な都市景観の創出,お よびゴミ減量化などを重要な課

題 として,行 政 ・市民 ・事業者が協同して取り組む と

いう方向が打ち出され,そ れらの環境的な視点が市の

特色ある試み として大いに評価されるところとなった。

しかし,「小金井市地域環境管理計画」では地域環境の

大まかな目標や方向性が示されたものの,そ れを実現

する具体的な仕組みや活動を,あ るいは方法や組織を

示す ことができなかった。そのため,「小金井市地域環

境管理計画」は現実に環境保全を進めるための ドライ

ビングフォースにはな り得なかったとい う反省 もあっ

た。

そ こで,小 金井市では近年になって地域環境の保全

に関す る課題解決 のための枠組み作 りが行 われ るよ う

になった。 か くして,小 金井市 は地域 が 自らの地域や

社会の 目指 す将来像 を描 き,独 自の施 策や 市民の取 り

組みに よってそれ を実現 してい くことの可能性 と責任

を 自覚す るよ うになった。そ して,そ れ らが大 きく広

が りつつあ る社会の変化 を踏 まえ,循 環 を基調 とした

持続可能な社会を構築 して,良 好 な環境 を次世代 に継

承 してい くために 「小金井市環境基本条例」を制定 し,

2003(平 成15)年7月 か ら施行 した。 この条例に基 づ

き,地 域の環境保 全や地域づ くりの理念 を実現 してい

くために,新 た に策定 されたのが 「小金井市環境基本

計画」(2005(平 成17)年)で あった。 この計画の策

定に当たって は学識経験者 のほか,公 募 による一般 市

民 も交 え,さ らに学校での ワークシ ョップを通 して小

学生に小金井市の環境や 将来に向けてよ り良いまちづ

く りは どのよ うに行 えば良いかのアイデ ィアを募 り,

それ らを大 いに参考に している点に特徴が ある。

行 政

(国 ・都 ・市 区♪

維
持
管
理
の
援
助

・
税
舗
上
の
優
遇

保
全
緑
地
の
締
結

1小金井市環境市民会議1

緑
地
に
関
す
る
情
報
の
発
儒

・保全緑地の指定
・保全緑地の維持管理

・崖線周辺環境の整備
・生産緑地、保存樹の指定

崖
線
の
緑
地
保
全
運
動

住 民
(農家 ・所有者を含む)

・保全のボ ラ ンテ ィア

・環境学習会 市民団体

・緑地の提供

・生産緑地の 申請

・保存樹の 申請

・市 民環境基金 への

寄 イ寸∫雪動 、保全運動
・緑地保全 フロジ ェク ト

図7小 金井市南東部における緑地保全モデル

以上のように,小 金井市では近年になって緑地保全

に市民の参加 と市民との協働,お よび情報公開などの

考えが生まれてきたといえる。 しか し,国 分寺崖線の

保全緑地の成立年次からもわかるように,1980年 代に

は小金井市による保全緑地の指定が行われておらず,

緑地保全に関す る主体間の結びつきはほとんどなかっ

た。行政がある程度の緑地の確保を行った結果,現 在

のような行政一地域住民一市民団体といった保全主体

間のっなが りの素地がっ くられた といえる。実際,国

分寺崖線の緑地保全に関しても行政による保全への働

きかけが重要であった。 もともと小金井市南部には多

摩川の支流である野川が流れてお り,高 度経済成長期

には水質汚染が著 しく,緑地の保全活動が1970年 頃か
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ら盛ん になった。野川 の水源 はハケの湧水に よる とこ

ろが大 きく,そ の ことは国分寺崖線の緑地を保全 しよ

うとす る活動 が起 こる1つ の ドライ ビングフォースに

なった。 この よ うな背景 に基 づい て,小 金井 市で は

1983(昭 和58)年 に小金井市緑地保全及び緑化推進条

例が策定(2000(平 成12)年 改正)さ れ,市 内に残 っ

た私有地の緑地 の買い取 りが行 われ るよ うにな った。

小金井市緑地保全及び緑化推進条例の第6条 では,

「市長は,緑 地 として保全す ることが必要 な土地又は

樹木の集 団 もしくは樹木について,当 該緑地 の所有者

又は 占有者 も しくは管理者(以 下 「所有者 等」とい う)

か らの 申請 に基づ き,次 の各号に掲 げる区分 によ り,

保全を図る緑地(以 下 「保 全緑地」 とい う)と して指

定す ることがで きる」となってい る。緑 地の所有者(地

権者)に は一定 の奨励金が交付 され るだけでなく,土

地課税 の一部免除な どのメ リッ トがある反面,林 地の

開発や木材 の伐採 に制限が加 え られ ている。 この環境

保全緑地 の制度 は5年 ごとに更新 され ているが,今 ま

での ところ,保 全緑 地が解 除 され た事例はない。

事例地域 において は,「 ハケの森緑地」や,「 美術 の

森」な どがこの環境保全緑 地にあたる。現在,こ れ ら

の環境保全緑地では公開時間や利用 に制限が設 けられ

ているが,ボ ランテ ィアや地域住民 な どによる手入れ

が定期的 に行われているほか,周 辺の小学校や 市民を

募って環境学習や環境教育 も行われてい る。 これ らの

点において,小 金井 市の崖線緑地 は周辺地域 の生活 に

溶 け込んだ良い保全 状況 にある とい える。 しか し,小

金井市が緑地を買い取 り保全地 にす る制度では,資 金

的にも予算的に も限界があ り,緑 地が広域的になれ ば

なるほど買い取 りが難 しくなっていった。 そ こで小金

井市 は,東 京都 の 「東京 にお ける自然の保護 と回復 に

関す る条例」に基づ いて,緑 地保 全地域 に国分寺崖線

の緑地 を指定す ることに した。その結果,小 金井市の

保全地は1994(平 成6)年 か ら拡大 されていった。

事例地域 においては,武 蔵野公 園北部 の一部で緑地

が都の保全緑 地に指定 されてい る。保全緑地で は利用

や開発 に厳 しい制限 がかか り,フ ェンスな ども設置 さ

れ,緑 地が地域住民 の利用 と隔離 され て しま う。場合

によっては,緑 地の利用を積極 的に促 して,市 街地で

の緑地の価値 を高 めなが ら保全 してい く立場 と,自 然

な状態 で緑地 を純粋 に残 してい く立場 との問で,意 見

や利 害の調整 が必要 にな る。最悪 の場合,緑 地の保 全

や利用 にお ける方法や仕方 で衝突す るな どの問題 が生

じて くる。小金井市では制度 で担保 された保 全緑地以

外に も,「ハケの道 」な どの歩道や 「ハ ケの小道」な ど
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の緑道,「 ムジナ坂」や 「二枚橋の坂」のような国分寺

崖線やその周辺の緑地,お よび野川など水域において,

環境資源の保全 と利用が進められている。2005年 か ら

は 「ハケの森美術館」(旧中村研一記念美術館)の 運営

も開始 され,新 たな観光スポソ トや湧水を生か したビ

オ トープの場 として期待 されている。旧中村研一美術

館が財政危機に陥 り,市 に寄贈する形で運営を委託 し

た際は,小 金井市も東京都に委託するよう働きかけよ

うとしたが,市 民との話 し合いなどを通 して,市 が運

営する形で利害調整が行われた。

このような現在に至るまでの経緯から,小 金井市の

事例地域の場合,小 金井市や東京都 といつた行政の政

策が国分寺崖線緑地の保全や適正利用に大きな役割を

果た してお り,市 民のボランテ ィア活動や地域住民の

保全への働 きかけは行政の政策を契機に行われる場合

が多く,行 政以外の保全主体が行政 と対等な立場で緑

地保全に関連するまでに至っていない。その結果,国

分寺崖線の緑地保全をモデルにする場合,小 金井市に

おける行政の影響が非常に強 く,行 政を中心にして地

域住民や市民団体が結びついているといえる。 このよ

うなモデルは行政の支援があるため,緑 地の保全 と適

正利用は円滑に進められるが,行 政の支援がなくなる

と,緑地の保全と適正利用のシステムは崩れてしまう。

そのため,こ のモデルで示された緑地保全モデルは必

ず しも持続的なものといえない。

3,2世 田谷区西部 における緑地保全の メカニズム

世 田谷 区は国分寺崖線流域 の市 区のなか では最 も人

口が多 く,現 在の人 口は80万 を越 え,宅 地化 が早 くか

ら進 んだ地域 で もある。事例地域は東京都世 田谷 区 と

調布 市 との境 に位置す る成城 四丁 目か ら世 田谷 トラス

トに よる管理緑地 が展開す る成城 三丁 目にかけての国

分寺崖線沿 いで ある。 この地域における鉄道 の最寄 り

駅 は小 田急線成城 学園前駅 であ り,駅 か ら徒歩 で10

分 か ら15分 圏内 は古 くか ら宅地化 の進ん だ地域で,

現在 は東京 におけ る高級住宅地 の1つ になっている。

世 田谷 区の崖線 地域 では世 田谷 トラス ト協会 が1989

年 に発足 し,そ の組織が1989年 以降の世 田谷 区の緑地

保全活動に大 きく関わる ことになる。世 田谷 トラス ト

協会 は,世 田谷区の緑被 率が減少 してい くなかで,武

蔵野のかつての面影 を伝 える樹林地や湧水 を,あ るい

は歴史的,文 化 的な遺産 を後世 に伝 えてい くことを 目

的に,「 世 田谷 のナシ ョナル ・トラス ト運動」の推進組

織 と して1989年4月 に誕生 した。2006年4月1日 か

らは 「財 団法入せ たがや トラス ト協会」 と 「財 団法人



世 田谷区都 市整備公社」 が合併 し,そ れ ぞれ が もって

いたみ ど りや住 まい,お よび まちづ く りの専門的な知

識や ノウハ ウを 「財 団法人世 田谷 トラス トまちづ くり」

に集約化 させ た。 この組織は,こ れまでに蓄積 してき

た トラス ト活動や住民ネ ッ トワークを継承発展 させ る

とともに,区 民主体 による良好な居住環境 の形成 と,

参加 ・連携 ・協働のま ちづ く りを推進 し支援す ること

を 目的 としてい る。

基本財産5億 円で新 たにスター トを切 った 「財団法

人世 田谷 トラス トまちづ く り」の事業 内容 は,以 下の

8っ で ある。すなわち,① 自然環境や歴史 ・文化的環

境 の保全 ・創 出,お よび美 しい風景づ くりのた めに ト

ラス ト運動 を推進す る。② 区民,事 業者等 と行 政に よ

る連携 ・協働 のまちづ く りを推進 し支援す る。 ③地域

の環境 保全や 改善に向けたまちづ くり推進のための人

材育成 と活動 支援 を行 う。④協働 のまちづ く りを推進

す るために公 益信託 の運営支援 を行 う。 ⑤区民の安心

のための住 まいづ くりの支援 を行 う。⑥ 区民の安 心の

ための公 共施設 の維持保全,お よび付帯設備 の設置管

理を行 う。⑦ まちづ くりに関連 した駐車場な どの設置

と管理運 営を行 う。⑧そ の他,こ の法人の 目的を達成

す るために必 要な事業 を展 開す る。現在,財 団の ビジ

ターセンター が成城 四丁 目の野川沿いにあ り,国 分寺

崖線 における トラス トの活動 を紹介す るだけでな く,

さま ざまな環境学習会や講習会な どの拠 点 となってい

る(写 真3)。 この よ うな世 田谷 トラス トまちづ くり(以

下,世 田谷 トラス ト)の 活動が崖線 の緑 地保全 のメカ

ニズムに大 きく影響 してい るといえる。

1974年 にお ける世 田谷 区西部 の国分寺崖線 周辺の

土地利用 を示 した図8に よる と,崖 線上部 の台地 には

宅地や商業施設,お よび公共施設 が多 く立地 し,崖 線

上 では一部で宅地化 してい るが樹林地 が多 くみ られた。

一方
,崖 線下部では宅地やそれに関連 した造成地が多

く分布 していたが,農 地 も多 く分布 していたこ とがわ

かる。崖線の上部や崖線 上では比較 的広 い区画 をもっ

た宅地 が立地 し,そ れ らの多 くは戸建 ての住宅 になっ

ていた。それ に対 して,崖 線 の下部 には新 しく造成 さ

れ た狭い住宅地が多 く分布 し,中 低層 の集合住宅 も目

立 っていた。農家 も残 存 しているが,農 地 は北部の野

川沿い に立地す るテニス コー トの ように土地利用型 の

スポー ツ施設 な転換 され た り,南 部 の世 田谷通 り沿い

でみ られ るよ うに,大 型 の商業施設 に転換 された りし

た。農地の減少が決 定づけ られ る状況の なかで,樹 林

地 は広い範囲で残 されてい る。 このよ うな樹林地は小

規模な もの を除 けば,ほ とん どが国分寺崖線上 に展開
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し,崖 線緑地の連続性 も識別で きる。

写真3「 世 田谷 トラス トま ちづ く り」 の ビジ ター セ ン ター

(2006年7月,筆 者 撮 影)

1992年 の土地利用になると(図9),世 田谷区西部で

は国分寺崖線上の樹林地や,崖 線の下部の農地の多く

が宅地に転換された。特に,こ の傾向は成城四丁 目に

おいて強かった。また,成 城四丁目の台地に立地 して

いた樹林地の一部が農地に転換 された。空中写真によ

る判読では植木栽培が行われるようになったことがわ

かった。これは,都 市化による省力的な農業の必要性

と,生 産緑地としての農地を所有することで土地課税

を軽減する節税対策を反映していた。野川沿いにはテ

ニスコー トやゴルフ場などの土地利用型のスポーツ施

設が広い土地空間と都市の余暇空間を担保に立地し,

世田谷通 り沿いには自動車販売や 自動車関連資材 を販

売する商業施設が道路交通を担保に増加 した。

さらに2006年 になると,世田谷区西部における国分

寺崖線の土地利用では(図10),成 城四丁目の崖線上

の樹林地や崖線の下部の農地の宅地化がますます進ん

だことがわかる。 しかし,テ ニスコー トや ゴルフ場が

あった場所は環境共生住宅 として中低層の集合住宅に

新たに転換され,野 川沿いには公園緑地も多く造成 さ

れている。成城三丁目では小規模に分散 していた樹林

地や農地など緑地が消失 したが,宅 地が公園緑地に転

換されている場所 もあり,公 園緑地として緑地は比較

的増加する傾向にある(写 真4)。 また,こ の時期まで

残存 した農地はほとん どが生産緑地となっており,成

城四丁目の台地上では世田谷区の借地として公共施設

で用いる植木の苗が育成 されている圃場が立地 してい

る。以上に述べてきた土地利用の変化をまとめると,

1974年 か ら1992年 にかけて宅地に転用 されたのは主

に崖線上の樹林地や野川沿いの農地であったことがわ

かる。
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図8世 田谷区西部の国分寺崖線周辺における土地利用

(1974年)

(資料:空 中写 真)
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図9世 田谷区西部の国分寺崖線周辺における土地利用

(1974年)

(資料:空 中写真および都市計画図)
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写真4世 田谷区西部における成城三丁目の公園予定地

(2006年7月,筆 者撮影)

これは,世 田谷 区において都 心か ら離れた地域 よ りも

駅 に隣接 した地域が,宅 地化 に有利で あ り,そ の よ う

な地域で早い時期 か ら人 口の増加が進んだ ことを反 映

していた。具体的には,成 城学 園前駅 に近い台地上か

ら,「成城」とい う土地 ブラン ドと相まって,樹 林地や

農地な どの緑地は次々に宅地 に転用 されていった。 ま

た1974年 か ら1992年 にかけては,世 田谷通 り沿いで

は 自動車販売な どの商業施設 が増 え,崖 線の下部に も

都 市化のイ ンパ ク トが及 んだ時期だ といえ る。



他方,1992年 か ら2006年 にかけての世 田谷 区西部

の土地利用 変化 では,成 城 四丁 目の野川沿いにあった

テニス コー ト場や ゴル フ場 が,環 境 を配慮 した 中低層

の集合住宅 になっているこ とと,野 川沿いの土地 も公

園緑地 に転用 され ている ことが大 きく 目立っていた。

また,成 城三丁 目の世 田谷通 り沿いには,1974年 か ら

1992年 にかけて 自動車販 売を 中心 とした商業施設 が

立地す る よ うにな り,こ の地域 の都市化が着実に進 ん

でい ることが示 され ていた。3つ の時代の土地利用 を

比較 してみる と,成 城学 園前駅 に近い台地東部か ら宅

地化が始ま り,次 第 に周辺 に拡大 してい った ことがわ

か る。 しか し,野 川 沿いでは緑地公園化が行われ,成

城 三丁 目の一部で も公 園緑地 が新 たに増 えてい る。全

体的には,緑 地面積 は増加す る傾 向にある とい える。

実際には,駐 車場や 大型雑貨店,お よび集合住宅や新

たな住 宅地な どの都 市的土地利用 のなか に,生 産緑地

と しての農地 と公 園緑地,お よび保全樹林地の緑地が

大な り小な りの面積 を維持 しなが ら混在 している。

世 田谷区全体の土地利 用構成比率の特徴は,国 分寺

崖線 流域 の市区のなかで最 も宅地 の割合が高 く,農 地

や公 園,お よび樹林 地な どの緑地 の割合が低い ことに

あ る。 これ は,先 に述べ たよ うに,世 田谷 区における

早 くか らの人 口増加 と宅地 開発 が原因で あった。 これ

らの人 口増加や 宅地化 は崖線 の開発や緑地の変化に も

影響 してい る。成城 学園前駅 の近 くの台地か ら開発が

進 み,次 いで崖線 の下部 の低地 か ら周辺 の農地 に,そ

して崖線 上の樹 林地 が開発 され てきた。 この よ うな都

市的土地利 用の拡大プ ロセ スが土地利用 の変化か ら明

らかに された。

1992年 と2006年 におけ る緑地 の種類別分布 を比較

す ると(図11),崖 線 上の緑地 について は大 きな変化

はみ られなかったが,成 城 三丁 目緑地周辺では,か っ

ての宅地が公園や公 園予定地に転用 され てい る場所が

あ った。 これ は,1973(昭 和48)年 に33.9%で あった

世 田谷区の緑被 率が,2001(平 成13)年 に20.5%に 低

下 した ことや,世 田谷区が 「み どりの生命線」 と位置

づ ける国分寺崖線 の斜面地 にお ける緑被 率が1985(昭

和60)年 の59.1%か ら2001(平 成13)年 の38.4%に 低

下 した ことな どに対 す る危機感 を反映 していた。その

た め,世 田谷 区は公 園の整備や造成 を行 い,緑 化 を積

極的に誘 導す る施策 を行 ってきた。例 えば,成 城四丁

目では,野 川 沿いに立地 したかつ てのゴル フ場やテニ

ス コー ト場 は緑被 率の向上 を意識 しなが ら,環 境共生

住宅や親 水公 園に変 え られ,そ れ らは区や市民団体に

よって管理 されている。 しか し農地 に関 しては,生 産

緑地になっている農地以外は必然的に宅地に転用 され

てお り,小 金井市 と同様に緑地 としての農地の減少傾

向は強い。

2006年 現在において,世 田谷区西部の事例地域に展

開す る緑地の種類 と利用方法,お よび保全主体を表2

にまとめた。世田谷区西部には農地以外に地域住民と

世田谷 トラス トによって維持管理されている緑地が分

散的に分布 している。世田谷 トラス トの概要について

はすでに述べた通 りであるが,管 理する緑地によって

その保全活動の仕方や内容に違いがみられる。野川緑

地広場はかつてのテニス場やゴルフ場であったが,現

在では親水公園として付近の住民の憩いの場 となって

いる。 この緑地広場は世田谷区砧総合支所 と,世 田谷

トラス トとつながりのある 「野川とハケの森の会」の

ボランティア活動によって管理されている。野川 とハ

ケの森の会は,公 園の清掃活動や植樹地の手入れとと

』趨
=

醗 ヨ樹林地

醗 社寺林

園 公園

㎜ 農地

匡 ヨ 生産緑地

■ 縢 屋敷林

■■ 荒地

図H世 田谷区西部における崖線周辺の緑地の種類別分布

(1992年 と2006年)

(資料:土 地利用図と現地調査)

表2世 田谷区西部の崖線周辺における緑地の種類と属性

名称なF 分類 保全 ・管理 主体 備考

世
田
谷

野川緑地広場 公Lxid'+K地
世 田谷区野川

とハケの森 の会
ゴルフ場跡地

成城四丁目十一
山市民緑地

小樹林地 世 田谷トラスト
世 田谷区み どりの

基本 条例 による公開

神明の森みつ池
特別保護区

特別
保護区 世 田谷トラスト 東京都の緑地保全地域

区
西
部

点多見不動堂 社寺林 宗教法人 湧水が存在
なかんだの坂
市民緑地

市民緑地 世 田谷 トラスト 所有者との契約

成城三丁目緑地
協定地区

緑地協定
地区 住民

都市緑地保全法で
定める緑地協定地区

成城三丁 目緑地 都市緑地
世 田谷区

世 田谷 トラスト
都市計画上の都市緑地

(資料:現 地調査)
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もに,自 然観察会 な どの環境保全に関す る啓蒙活動 も

行 ってい る。 また,こ のよ うな保全管理作業や啓蒙活

動 に関 して,技 術 的な面や知識的な面で世 田谷 トラス

トか ら人材 の提供 な どを受 けることで,保 全主体 間の

協力体制 が構築 されてい る。

成城 四丁 目十一山市 民緑地 は世 田谷 区のみ どりの基

本計画(1999年3月 策定)に よって公開 されている樹

林地であ る(写 真5)。 案内板の設 置や遊 歩道 の敷設,

お よび下草刈 な どの維持管理作業は世 田谷 トラス トに

委託 され ている。 この緑地の面積 は約800㎡ で,公 開

時間は午前9時 か ら午後5時(11,月 か ら3月 は午後4

時まで)と なっている。神明の森みつ池特別保護 区は

世 田谷区の特別保護 区に指定 されてい るだけでな く,

23区 にお いて唯一の東京都 の緑 地保全地域 にな って

いる(写 真6)。 この緑地保護 区内は東京23区 内には2

カ所 しか 自生 していないゲ ンジボタルや,絶 滅危惧種

に指定 されている動植 物が数多 く棲 息す る貴重 なサン

クチ ュア リとなってい る。樹木が谷 間を覆 い,4か 所

ある豊かな湧水 が谷頭 を中心 に湿地帯を形成 してお り,

それ らがつ くる森林の景観は,都 会 のなかでは別世界

の雰囲気 を醸 しだ してい る。 保護 区内の樹 林は,ハ ン

ノキや クマシデ な どの落葉広葉樹 の 自然林 と,武 蔵野

の林 を代表す る二次林 のクヌ ギや コナ ラな どが混 じり

合っている。世 田谷 トラス トに所属す る 「成城みつ池

を育て る会」によって,生 物調査や樹木 のnun定,下 草

刈 り,落 葉掻 き,腐 葉土作 りな どの保全活 動が行 われ

てい る。 この特別保護 区は原 則 として常時非公 開であ

るが,年 に数 回開放 して 自然観察会 が行われてい る。

成城 三丁 目にある 「なかんだの坂 市民緑地」 は所有

者(地 権者)と 市民緑地 としての契約 を結 び,そ の維

持管理を世 田谷 トラス トのボ ランテ ィアグルー プの1

つで ある 「なかんだの坂市民緑地ボ ランテ ィアワー ク

シ ョップ」が中心になって行ってい る(写 真7)。 ここ

で用い られた市 民緑地制度は都 市緑 地保全法 によって

定め られ ものである。 この よ うな市 民緑地契約 の締結

は,土 地所有者 に とって以下の よ うなメ リッ トがあっ

た。すなわち,地 方公共団体や緑地管理機構 が緑地管

理 を行 うことによ り,地 権者の管理 負担 が軽減 され る。

また,契 約期 間が20年 以上 の要件 に該 当す る場合,相

続税が20%程 度の評価減 となるだ けでな く,土 地 を地

方公共団体に無償 で貸 し付 けた場合 には,土 地 の固定

資産税 と都 市計画税が非課税 となる優遇税制 によ り,

地権者 は土地所有 のコス トを軽減 できる。以上 に述べ

た優遇税制 を基盤 に して,な かんだの坂市 民緑地がつ

くられた。 ここでは管理の不備 か ら一時期モ ウソウチ
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写真7な かんだの坂市民緑地入 り口

(2006年7月,筆 者 撮 影)

クが増 え,多 く自生 していたニ リン ソウな どの固有植

物 が少 な くなって しまった。 しか し,現 在で は市民緑

地 としてのメ リッ トを活か し,ボ ランティア グループ

の定期的 な保全活動が行 われ,固 有植物 は少 しずつ数

を戻 しつつ ある。ニ リンソウ以外 に もユ リノキ ・キ ン



ギ ョツバ キ ・ネズ ・ヤマアイな どの固有植物 をみ るこ

とがで きる。 公開時間に制 限が加 え られてい るが,自

然観察会や作業体験 な どのイベ ン トも市民参加 を基調

に して積極 的に行われ ている。そ の他,園 路の整備や

竹の間引 き,あ るいは下草刈 りや植 物調査,さ らに竹

の数量調査な どが,あ らか じめ決 め られた年 間スケジ

ュール に基づ いて行 われてい る。

他方,「 成城三丁 目緑地」は1994(平 成6年)年1

月に2haの 都 市緑地 として都市計画 において決 定 され

た(写 真8)。 世 田谷 区は,2001(平 成13)年 までに当

該 の事業計画面積で ある1.8haを 農 林水産省東京営林

局か ら取得 した。基本的 には,こ の取得 した土地 は緑

地 として残 してい くこ とにな り世 田谷 区は土地 の管理

運営 を世 田谷 トラス トのボ ランテ ィアグルー プの1つ

である 「成城三丁 目緑地里 山づ く りコア会議」 に委託

した。成城 三丁 目緑地では崖下に湧水地 が2か 所 あ り,

崖上 に草地が広が り,緑 豊かな林にはカ ワセ ミやサ ワ

ガニ,カ ブ トムシな どの生物 が多 く棲 息 している。 こ

こで は,園 路整備や案内板の設 置,お よび植物調査や

生物調査が行われ るとともに,隣 接す る明正小学校 の

総合学習の時間 に里 山活 動を学ぶ場所 として,ボ ラン

テ ィア グループが環境 教育に協力 している。 この よ う

な世 田谷 トラス トのボ ランテ ィアグルー プによる保 全

活動は,1回 につき1030人 の規模 の参加で行われ,

資金や資材,お よび人材 の確保 には世 田谷 トラス トの

協力 を得てい る。
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写真8世 田谷区西部に立地する成城三丁目緑地

(2006年7月,筆 者撮 影)

事例地域内では,成 城三丁 目の樹林地が緑地協定地

区として保全 されている。緑地協定地区とは,都 市緑

地法の緑地協定制度によって定められたもので,土 地

所有者(地 権者)と 地域住民との合意によって緑地の

保全や緑化に関する協定が締結 される制度である。い

わば,こ の制度は地域住民の協力で,地 域を良好な居

住 環境 にす るこ とを 目的 としている。土地 の所有者(民

間デ ィベ ロ ッパー な どを含 む)や 土地 の借地権者(地

上権 あるいは借地権 を有す る者)も,こ の制度 を利用

できる としてお り,関 係者 で話 し合 いを行 い,地 域 ぐ

るみで緑化 を行 うことができ る。 そのため,計 画的な

緑 化が図 られ,地 域の居住環境や景観 レベルが向上す

る とい うメ リッ トもあ る。市 町村 によって は緑地協定

制度 を促進 させ るために助成措置 を設 けてい るところ

があるが,世 田谷区では現在 までの ところ助成 金の支

援 は行 っていない。緑 地協定制度 は世 田谷 区長 の認 可

を形式的 に受け,数 年毎に更新 しなければな らないが,

緑地保全の きっかけや促進 に大 きな役割を果た してい

る。

世 田谷 区西部の成城 三丁 目か ら四丁 目の崖線緑地 の

保全 と利 用の実態を踏 まえて,こ の地域 における緑地

保全のメカニズムをモデル化 した ものが図12で ある。

この図に よれ ば,緑 地 の指定や取得 ・買い取 りに世 田

谷 区や世 田谷 トラス ト協会が有意に機能 しているこ と

がわか る。特 に,近 年で は世 田谷 トラス ト協会 の活動

に よる影響 が緑地 の保全 と適正利 用において大 き くな

ってお り,区 か ら緑地の管理 と運営を委託 され るこ と

も増えている。市民緑地の締結や 地域住 民 と行政の意

見交換 が世 田谷 トラス ト協会 を介 して行 われ る ととも

に,緑 地保 全のためのボランテ ィアの育成 と広報活動,

お よび資材 ・技術 ・人材の提供 な ど,緑 地 の保全 と適

正利用 に関す る多 くの機能や 役割 に世 田谷 トラス ト協

会 が関わるよ うになっている。つ ま り,行 政か ら世 田

谷 トラス ト協会 には管理 と運 営の委託や緑地に関す る

情報 の提供が行われ,世 田谷 トラス ト協会か ら行政 に

は地域住民か らのニーズが提供 されてい る。 いわば,

i・腱 緑地⑳轍
i・ 保存鋤の卑請

・㍊ラス トへの維持 管理登晶

・緑地 マツ フ号乞り

・袈塗綴地 、保 騨櫟の叢建

霧鏡鐡体

繍 凝轟織 ・{
・性 民、凄テ敬の保 麓話勤 の仲禽

図12世 田谷区西部における緑地保全モデル
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世田谷 トラス ト協会は行政 と地域住民のパイプ役 とも

いえる。

世田谷 トラス ト協会 と地域住民の間では,市 民緑地

の締結や自然観察会の実施 と参加などを介 して結びつ

きがみ られるとともに,緑 化に対するさまざまな相談

も協会が受け付けている。行政 と地域住民の間では緑

地協定の登録と認可,お よび政策による保全緑地の登

録,さ らに税制面の優遇政策や生産緑地の指定などで

関係性がみられた。

以上のことから,世 田谷区西部の事例地域では市民

団体である世田谷 トラス ト協会は緑地の保全 と適正利

用に関して最も強い影響力をもってお り,行 政と地域

住民が相互に連携 した緑地保全のメカニズムを構築す

る要の役割を担っているといえる。また,世 代交代に

よる相続税の問題で緑地が都市的土地利用に転換され

ていく現象を防ぐため,緑 地に対する優遇政策の提案

や,緑 地の保全と適正利用における管理コス トの支援

などにおいても,協 会の活動が大きな役割を果た して

きた。

lV.緑 地保全 メカニズムの比較 と課題

小金井市南東部 と世田谷区西部の事例地域における

緑地保全のメカニズムを明らかにし,保 全モデルを構

築 した結果,保 全主体の関係にさまざまな違いがある

ことがわかった。第1の 事例であった小金井市南東部

では行政の政策による保全緑地の指定が緑地の保全 と

適正利用に大きく影響 していた。 ここでは,緑 地保全

に対する土地所有者(地 権者)の 負担が市や都の条例

による保全緑地化によって軽減され,崖 線だけでなく

その周辺の環境 とも調和 した緑地保全の整備が行政を

中心に して行われている。これは宅地化が進んだ1974

年以降,行 政が緑地保全の政策を積極的に進めた結果

であり,こ の地域のもつ 自然環境や文化環境の存在 も

住民や市民団体の緑地保全の活動を活発にした。

第2の 事例 となった世田谷区西部では,世 田谷 トラ

ス ト協会を中心とした市民団体の活動が緑地の保全 と

適正利用に大きな影響を与えていることがわかった。

縮小する樹林地やかつての郊外別荘地などを保全する

には,地 価の高い世田谷区では行政による買い取 りや

税負担の軽減を主体とす る政策だけでは不十分である。

行政一地域住民一市民団体の結びつき全体で崖線の緑

地の価値を認識 し,ボ ランティア活動などにより相互

の保全負担を減 らすことが重要であった。当然のこと

ながら,地 域住民が緑地保全の手助けを行 うことで満

足感を得られる組織の構築も重要であ り,そ の必要性

も緑地保全を進める ドライビングフォースの1っ とな

った。

緑地変化の分析 に関 しては,小 金井市南東部では

元々の農地や屋敷林,お よび樹林地などが開発 ととも

に減少する状況のなかで,保 全緑地を政策的に指定す

ることで緑地の減少が抑制されている。現在,小 金井

市南東部では大規模な土地開発や都市的土地利用への

転換は行われていない。世田谷区西部では,元 々あっ

た農地や屋敷林,お よび樹林地などが土地開発 ととも

に減少するなかで,市 民団体を中心とした保全の運動

や活動が広がってきたことを契機 にして,市 民緑地の

締結や公園緑地の整備が進んだ。世田谷区も公園緑地

を増や していく政策を積極的に進めるようになり,緑

地面積は増加する傾向にある。

以上に述べたように,同 じ国分寺崖線の緑地といっ

ても,そ の保全方法や保全主体間の関係は地域によっ

て差異がある。以下では,国 分寺崖線における2つ の

事例地域の緑地保全方法や保全主体の特徴を比較する

ことで(表3),保 全モデルの共通性や異質性を検討す

る。小金井市南東部と世田谷区西部の共通性に関 して

は,国 分寺崖線の緑地において農地 と樹林地が主に減

少 している。特に,農 地は両地域 とも早 くから宅地に

転用 され,そ れにともなって屋敷林や平地林の樹林地

も生産林や生活林としての利用価値を失った。そ して,

世代交代や相続を契機にして,多 くの樹林地は都市的

土地利用に転用 されることが決定づけられた。政策や

市民団体による緑地の保全活動が発生しない限り,農

地はすばや く広域的に開発されて しま う。また,保 全

緑地として指定する場合にも,取 得や維持管理のため

の資金の確保や税収の減少,あ るいは利用制限の是非

といった問題点は避けられないものとなっている。現

在では,小 金井市南東部や世田谷区西部のように,行

政と所有者(地 権者)と の協定によって相続税や固定

資産税の一部免除などが行われているが,そ のよ うな

政策による緑地保全が今後も拡大 していくかは財政的

な問題から難 しい状況にある。また,保 全緑地には緑

地の利用時間や利用範囲に制限が設けられている。市

街地における緑地として利用制限を与えるか,全 面的

に開放するのか,あ るいは一部開放 して一部利用を規

制する方法を取るのかは,地 域の実情や地域住民のニ

ーズに照 らし合わせて議論す ることが必要になってい

る。

事例 とした2つ の地域の異質性は緑地保全の仕方や

組織作 りにある。小金井市南東部は行政の政策による
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表3事 例地域における保全主体の特徴とその保全に関する

長所 と短所

保全主体の制徴 f十:に 関する長所 保令に関する知所

小
金
井
市
南
東
部

・行政の政 策による保 令

#.i:JLが多い
・維持鶯理 の他

、利 用
規制やホランテイアの

手配など、行政11r心 の

f十:?が展開 されている
・lr:ahlの緑地 だけでなく

、
野 川や岸線 尾坂 二,、

周辺環境 も活か した広域

な保 令が展開されている

・保 令緑 地 に指 定されれ ば

f.1:地の存続はある程度

保、止される
'崖線 周辺の環境 も含めた

保 令が展開され ることで、

崖線 に対する認識や 緑地

保 令に対する琶識を地城

全佑 として育める

1台 が 存デ1している

・維 持管理 の費用及び
、

更なる買い取りのための

費 用が常にかかる
・利 用規制や 開発 蜆制に

よって、地域 住民が緑地

を利用する機 会が減少
・手 人れが及んでいない

場所 ではごみの イ・法投棄

等が起 きてしまう

世
田
谷
区
西

部

・世田谷 トラストを中心

としたlD民 団体が保 令

の 中心となっている

緑 地が多い
・巾民団体が継 持篇理

、
資 金や技 術の提 供 、

畷境 学習などの

まとめ役となってlh民 や

行政 の仲 介役 となっている

・巾民団 体の積極的 な活 動

により、臼線を活かした地 域

の環 境学習 やボランティア

体験などの様 々なイヘントが

定期的 に行われている
・ボランティアの拡tな ど

によって地t,#4f1>で の保 金

意識の尚 まりに期 待できる

・定期 的な緑地の'酋理 に

必要な費 用や 人材の確 保
の努 力が常 に必要となる
・緑地 の利用規制 や

オーバーユー スの問題等 、

巾民 令体の意 見を
まとめなければならない
・地域11'」には緑地 而積は

少なく、緑地の維持 だけ

でなく拡 大も必 要である

保全緑地や公園緑地が多く,緑 地の量的な保全はある

程度確保 されている。保全緑地を利用 した環境学習や

自然観察会なども行われる反面,場 所によっては立ち

入 り禁止区域を設け,利 用時間を制限するなどして緑

地の保全 と利用が比較的バランスよく保たれている。

しかし,緑 地の維持管理 と追加 の買い取 り事業は莫大

な費用がかかり行政の財政を圧迫することや,東 京都

が国分寺崖線に保全緑地の指定を行わない意向を示す

など問題点も少なくない。緑地保全地のなかには手入

れが悪 く,フ ェンスなどで囲まれて周辺 と隔離 された

ものもあり,ご みの廃棄や不法投棄の問題も生 じてい

る。緑地の量的な保全がある程度担保 されているため,

今後は質的な緑地保全が必要になるともいえる。

世田谷区西部は市民との契約による市民緑地 と,区

から委託される形式の緑地など,世 田谷 トラス ト協会

によって維持管理 される緑地が多い。世田谷 トラス ト

協会は緑地の維持管理だけでなく,緑 化講習や自然観

察会などにおいても資材や人材の提供を行ってお り,

地域における緑地の保全 と適正利用に大きな影響を与

えている。世田谷 トラス ト協会を中心とする保全活動

組織 も国分寺崖線の緑地保全に対する意識が高く,保

全に良い流れを生みだ している。 しか し,ボ ランティ

ア活動では緑地の定期的な管理に必要な費用や人材の

確保が課題 となり,そ れ らを克服するため多大な努力

が常に必要になる。また,緑 地の利用規制の必要性や

オーバーユースの問題など,地 域住民と市民団体との

間で意見の調整をしなければならない問題 も多い。

次に,事 例地域における保全モデルの特徴,お よび

それぞれの保全の長所 と短所を議論することにより,

小金井市南東部 と世 田谷区西部における緑地保全の課

題を明らかにした。実際には,小 金井市南東部では行

政の政策が緑地の保全や適正利用に対 して大きな影響
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カをもつことがわかった。それは保全緑地の指定など,

緑地の量的な保全に関 して特にいえることであった。

今後は緑地の保全 と適正利用のバランスを保つために

も,行 政は地域住民や市民団体との協力を得て,有 意

で合理的な維持管理の在 り方を探っていかなければな

らない。一方,世 田谷区西部では世田谷 トラス ト協会

を中心 とした市民団体が主体 となって緑地を保全 し適

正利用する仕組みが構築 されてきたことがわかった。

今後,緑 地の保全と適正利用の仕組みが将来の世代に

わたって持続す るために,国 分寺崖線の緑地に関する

保全の意識を育む啓蒙活動や環境教育が必要になって

くる。

以上に述べたように,国 分寺崖線の緑地環境におい

ては地域によって緑地保全のメカニズムが大なり小な

り異な り,そ れは保全主体間のそれぞれの結びつきの

違いや,そ れ らの緑地に対する働きかけの違いに現れ

ている。その要因として,同 じ国分寺崖線の緑地であ

って も,地 域によって緑地を取 り巻 く自然環境や歴

史 ・文化環境,お よび政策的な要素が異なることが挙

げられる。都市化による農地や樹林地の減少は国分寺

崖線沿いの地域全体に共通 した現象であり,個 々の行

政の枠を越えた緑地の保全 と適正利用を議論する必要

性がある。例えば,行 政の枠を越えた地域ごとのつな

が りを意識 した緑地保全を行 うための情報提供や,緑

地の適正利用を促進 し,地 域の土地開発を抑制する組

織づくりが今後の重要になる。

V.国 分寺崖線における緑地保全の在 り方と適正

利用に関する考察 一むすびにかえて一

国分寺崖線の緑地保全においては,そ の流域の各市

や各地域において,そ れぞれに政策的な保全が行われ

ていることが明 らかになった。 しかし,こ のような行

政の枠組みや範囲での緑地保全には限界も生 じてきて

いる。例えば,行 政別の緑地マ ップを作成 した場合,

国分寺崖線のような連続 した緑地帯は行政界や統計的

な単位地区によって区切 られて しま う。それによって,

自然環境のつながりや緑地保全に対する意識 も分断さ

れて しま う可能性がある。 さらに同 じ流域の市区域で

あっても,崖 線の面積や規模によっては緑地保全にあ

まり積極的な活動を行っていない市区もあ り,保 全に

対する意識や考え方に地域的差異も生じている。国分

寺崖線の緑地は,さ まざまな歴史的遺産や湧水のよう

な自然環境資源 としての価値をもつだけでなく,都 市

域において連続 してまとま りある緑地帯 として貴重な



存在になっている。また,市 区よりも大きな行政組織

である東京都や国による緑地保全では,環 境や保全方

法の地域的差異を差異が十分に考慮 しないことも少な

くない。例えば,国 の政策では地域の事情を考慮する

ことなく,一 律に施策の実行が行われ ることが多い。

このような懸念から,国 分寺崖線の緑地環境を保全 し

ていくには,国 分寺崖線の流域に存在す る行政 と地域

住民,お よび市民団体が連携 して緑地の保全と適正利

用を行い,そ のための知識や技術を共有する組織が必

要になってくる。その際,地 域それぞれの緑地保全の

課題や,国 分寺崖線 とその周辺の土地利用に影響を与

える因子を,国 分寺崖線全体の課題 として ミクロな視

点からマクロな視点へ と保全の視点を移す必要がある。

現在の緑地保全に関す る研究では,ミ クロな視点に主

眼がおかれ,緑 地帯の展開す る舞台 として流域全体を

マクロな視点で緑地保全を議論 した研究は少ない。

そこで,本 研究は河川における流域的環境保全の考

え方を援用 し,緑地保全の将来的な在 り方を検討 した。

岸(1997)は,神 奈川県鶴見川流域の鶴見川ネ ットワ

ーキングを中心とする市民団体が行っている環境保全

を流域思考とい う言葉を用いて説明している。河川に

おける流域思考とは,上 流か ら下流までの流域全体を

意識することであ り,そ の考えた方に基づいて鶴見川

の環境保全が実践されている。実際,河 川における流

域思考は,上 流で何か環境問題が起きると,そ れが下

流にも悪影響を及ぼす ことから流域全体 としてつなが

りを意識 した保全活動が必要であるとい う発想から始

まった。この流域思考の発想は国分寺崖線の緑地環境

においても生かすことができる。崖線緑地の場合,ど

こが上流にあた り下流にあたるかは明確ではない。 し

か し,崖 線の下部を流れる野川の流量の減少を食い止

めるためには,崖 線周辺の緑地を整備することが重要

である。また,緑 地保全のために市街地の農地を利用

して直売所や市民農園の運営を行い,そ れ らの農地を

維持するために防風 ・防砂林や屋敷林が保全される。

かくして,武 蔵野のかつての景観 を残すために国分寺

崖線 とその周辺の低地 と台地の緑地保全が行われる。

このように,国 分寺崖線においても各地域で緑地保全

に関するつなが りは大なり小なり存在 し,ど こか1っ

の地域で不都合が生じるとそれが周辺にも派生す る可

能性をもっている。

事例地域においても,農 地とともに屋敷林が減少す

る現象や,崖 線 と野川をっなぐ緑道を整備する計画な

ど,1つ の緑地の保全と適正利用にとどまらず周辺の

環境を巻き込んで活動が広がっている。 このような事

例を考慮すると,国 分寺崖線地域では崖線 と周辺 とを

結びっけた緑地環境が流域思考に当てはまる。鶴見川

ネ ットワーキングの組織に関する研究を行った佐藤 ・

熊谷(2003)が 指摘 しているように,鶴 見川ネッ トワ

ーキングとその市民団体の活動を通 して,行 政 との協

力によって水辺域の保全が行われるとともに,活 動拠

点を利用 した小学校への環境教育が実施 されている。

それ らの活動は行政の単位や枠組みやで行われるので

はなく,鶴 見川流域 とい う自然的な土地区分に基づい

て行われている。 このことは,流 域全体の環境保全計

画の策定に積極的に貢献することになる。また同様に,

流域思考的な保全に関する情報を公開 している組織に

アメリカ環境保護局(EnvironmentalProtectionAgency)

がある。この組織のホームページにアクセスすればア

メリカ全土の地図が現れ,調 べたい地域をクリックし

ていくとより詳細な地域に分類 され,各 河川沿いの水

質や大気に関する情報から,環 境保全に関するさまざ

まな情報が誰でもアクセスできるようになってお り,

環境保全の啓蒙 と促進に大きな役割をはた している。

以上に言及 した事例は国分寺崖線の緑地保全に関す

る情報を共有する枠組みのアイディアを提供 してくれ

る。具体的には,国 分寺崖線における流域全体の行政

と地域住民,お よび市民団体が一体となって崖線の保

全を議論す る仕組みが必要であるといえる。最近では

2006年10月 に行われた国分寺崖線フォーラムのよう

に,流 域全体の環境問題を議論するシンポジウムが開

催されるようになった。環境問題を議論するこのよう

な場や機会は今後ますます発展すると期待されている。

地域 レベルでも,小 金井市環境市民会議のように,行

政 と地域住民,お よび市民団体が連携する組織が生ま

れてお り,全 体 としては保全主体間の関係強化がいろ

いろな仕方や仕組みで試みられている。市民団体が流

域思考に基づいて環境保全の活動を行っている典型的

な例は鶴見川ネ ットワーキングであるが,国 分寺崖線

フォーラムや小金井市環境市民会議のような事例はそ

の活動 と様相を異にしている。それは,国 分寺崖線フ

ォーラムや小金井市環境市民会議がどちらかというと

まだまだ行政主導による性格が強いためである。 しか

し,そ れは保全主体の役割の一部として行政がリーダ

ーシップを担っているだけであって,国 分寺崖線を舞

台に行政一地域住民一市民団体が協力 して緑地環境の

保全 とその活動拠点を利用 した環境教育や環境学習を

行っている。この点は鶴見川流域の保全活動とほぼ同

じである。このような保全主体問の関係強化は今後の

適切な緑地保全モデルにつながっていく。
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最後に,国 分寺崖線において流域思考による緑地保

全が行われ る可能性を踏まえながら,保 全主体問のっ

なが りによる適切な緑地保全モデルを検討 し,今 後の

緑地保全の在 り方を検討 した。現在,国 分寺崖線流域

においては,さ まざまな保全主体が各地に存在 してい

るが,緑 地保全に対する全体的な方向性が定まらない

とい う問題 も生 じてくる。つまり,個 々の保全主体が

それぞれ地域で保全活動を多様化させ,そ のことによ

って国分寺崖線の緑地のつなが りやまとまりが失われ,

体系的な緑地保全が難 しくなる。また,保 全主体問で

緑地保全に関する意識に差が生まれ,緑 地保全の持続

性が損なわれるとい う問題 もでてくる。その一方で,

保全活動の多様化は一部の保全がうまくいかなくても

他の保全主体の活動によって補完 され,緑 地保全があ

る程度持続されるとい う利点 もある。保全活動の補完

性を確かなものにする意味でも,保 全主体問の地縁的

なつなが りや機能的な結びつきが重要になる。現在の

国分寺崖線においては,ど ちらかといえば前者の問題

を抱えている。そこで適切な保全モデルでは,保 全主

体間の関係を強め,緑 地の保全 と適正利用の方向性を

調整するつなぎ手が必要になってくる。本研究では,

そのつなぎ手を環境教育や環境学習が担 うと考え,そ

れに基づいて適切な緑地保全モデルを構築 した。

国分寺崖線における適切な緑地保全モデルを図13

に示 した。 これによれば,国 分寺崖線において緑地保

全が発生すると,行 政と地域住民,お よび市民団体の

保全活動はそれぞれ独立 して起こる。それぞれの主体

が保全活動や保全に関すろ議論を繰 り返すなかで崖線

緑地の保全に対する共通意識が生まれ,保 全主体問に

協力関係が徐々にできてくる。 このような協力関係や

結びつきが次第に複雑化 ・多様化すると,行 政(国 ・

都 ・市区)一 地域住民(所 有者,農 家,居 住者,企 業

等)一 市民団体といった保全主体間のつながりも強化

される。次いで,保 全主体 ごとに保全に関する役割が

生まれ,緑 地の自然環境やそれを取 り巻く地域の歴史

に関する情報,緑 化の技術や手入れなどの知識,あ る

いは自然観察会などのイベン トの実施や開催のノウハ

ウを共有するようになる。 さらに,こ れらの情報や知

識,お よび技術が国分寺崖線の流域全体で共有されれ

ば,こ の全体組織は緑地保全に対 して強い影響力を発

揮することになる。この組織は国分寺崖線全域におけ

る保全主体が多 く参加すればするほど,緑 地の保全 と

適正利用が円滑に進むようにな り,各 地域における緑

地保全の課題を解決 していく枠組みが完成する。

現在,小 金井市環境市民会議では行政一地域住民一
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市民団体を中心に,企 業なども含めた環境に配慮 した

まちづ くりを行 う組織がつくられてお り,そ の組織は

崖線の緑地環境の整備にも力を注いでいる。 しか し,

そのような活動も市とい う枠組みを越えて,国 分寺崖

線全体での活動に発展させていかなければな らない。

国分寺崖線フォーラムのような活動が今後も定期的に

開催 されていき,各 地域における緑地保全の課題を国

分寺崖線全体の問題 として対応 し,保 全主体それぞれ

がお互いの役割を果たしながら協力 していく全体の組

織や枠組みが必要になる。それは,国 分寺崖線におい

ては個々の保全主体が各地で活動を行っているためで

ある。 この研究で触れなかったが,国 分寺市北西部の

ように保全主体の活動やつなが りが不安定であると緑

地がたちまち減少 して しまう。そのため,個 々の保全

主体がお互いの短所を補完 し合い,緑 地の保全 と適正

利用の枠組みが崩れないようにする工夫が必要である。

図13国 分寺崖線における適正な緑地保全モデル

このような緑地の保全と適正利用に対する組織や枠

組みは,子 どもや大人を含めて,あ るいは行政や個々

の市民団体を含めて国分寺崖線における環境保全の意

識をお互いに高めることで構築 されていく。このよう

な組織や枠組みを構築す る担い手やつなぎ手,あ るい

は土台 となるのは環境教育や環境学習である。西村

(1997)に よれば,参 加型の環境教育は環境と人間と

の関係をよりいっそ う深め,環 境を保全 してゆく心情

を育成する。国分寺崖線の緑地環境に潜在する自然環

境 と歴史 ・文化環境などを共有 し,そ れらから貴重な

価値を見出 し広く伝える手段 として,環 境教育や環境

学習は大きな役割を果たすことになるし,そ の役割や

機能は今後も続 くといえる。例えば,小 金井市の保全



緑地や世田谷区の市民緑地などを活用 した子 どもや大

人を対象にした環境教育や環境学習は,行 政一地域住

民一市民団体の結びつきを強化する仕掛けや機能 とし

て期待できる。今後はこのような環境教育や環境学習

を行 う場所や組織,あ るいは人材の育成を国分寺崖線

全体の課題 として解決 していくべきである。環境教育

の担い手としては,そ の地域の自然環境の歴史性や地

域性に精通し,保 全主体間の関係 を十分に理解 した人

材が望まれる。東京都の レンジャー制度のように,自

然環境の適正利用や緑地の整備 を行 う人材の育成が今

後ますます必要になってくる。
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